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遺
族
の
方
が
年
金
と
し
て
受
給
す
る
生

命
保
険
金
の
う
ち
相
続
税
の
課
税
対
象
と

な
っ
た
部
分
に
つ
い
て
は
所
得
税
の
課
税

対
象
に
な
ら
な
い
と
す
る
最
高
裁
判
所
の

判
決
を
受
け
て
、
平
成
二
十
二
年
十
月
に

相
続
な
ど
に
係
る
生
命
保
険
契
約
な
ど
に

基
づ
く
年
金
の
税
務
上
で
の
取
り
扱
い
が

変
更
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
過
去
五
年
以
内
の
各
年
分

に
つ
い
て
所
得
税
が
納
め
す
ぎ
と
な
っ
て
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い
る
方
は
、
税
務
署
で
還
付
手
続
を
行
っ

て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
個
人
住
民
税
の
還

付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
十
三
年
度
か
ら
平
成
十
八

年
度
ま
で
の
各
年
度
分
に
つ
い
て
納
め
す

ぎ
と
な
っ
て
い
る
個
人
住
民
税
に
相
当
す

る
額
を
、
特
別
還
付
金
と
し
て
支
給
す
る

制
度
を
新
た
に
設
け
ま
し
た
。
平
成
十
二

年
か
ら
平
成
十
七
年
ま
で
の
間
に
相
続
な

ど
に
係
る
生
命
保
険
契
約
な
ど
に
基
づ
く

年
金
を
受
給
し
て
い
た
方
は
対
象
に
な
り

ま
す
の
で
、
役
場
税
務
課
で
還
付
金
支
給

の
申
請
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

□
申
請
期
間　

十
二
月
一
日（
木
）〜
平
成

二
十
四
年
十
一
月
三
十
日（
金
）

□
問
い
合
わ
せ
先　

税
務
課
住
民
税
係
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家
屋
に
つ
い
て
の
固
定
資
産
税
は
、
毎

年
一
月
一
日
現
在
の
所
有
状
況
に
よ
り
課

税
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
二
十
三
年
中
に
、
家
屋
の
新
・
増

築
ま
た
は
取
り
壊
し
を
さ
れ
た
方
で
、
町

職
員
が
調
査
に
伺
っ
て
い
な
い
場
合
は
、
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今今月月のの納納税税ななどど
固定資産税・都市計画税　３期分
公共下水道事業受益者負担金　３期分
後期高齢者医療保険料　　６期分
納期限は１２月 ２６日（月）です。

※口座振替の方は、口座の残高確認をお願
いします。

役
場
税
務
課
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　

新
・
増
築
家
屋
に
つ
い
て
は
、
固
定
資

産
評
価
額
算
定
の
た
め
の
調
査
を
す
る
必

要
が
あ
り
、
取
り
壊
し
た
家
屋
に
つ
い
て

は
、
年
内
に
取
り
壊
し
た
こ
と
を
確
認
し
、

課
税
台
帳
か
ら
抹
消
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
年
末
ま
で
に
こ
れ
ら
の
予
定
が
あ
る

方
に
つ
い
て
も
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
一
定
条
件
の
下
で
家
屋
を
改
修

し
た
方
に
つ
い
て
は
、
固
定
資
産
税
が
減

額
と
な
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

・
耐
震
改
修
減
額

・
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
減
額

・
省
エ
ネ
改
修
減
額

　

こ
れ
ら
の
減
額
制
度
の
適
用
を
受
け
る

た
め
に
は
、
申
告
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

税
務
課
固
定
資
産
税

係　

�（
４
８
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１
１
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内
２
１
８
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　役場本庁舎は、昭和３４年３月に建設され、既に５０年以上が経過し
ています。平成９年に実施した庁舎耐震診断では、基準値を大幅に
下回り、「大地震時に倒壊または崩壊する危険性が高い」との結果
が示されました。
　現庁舎は、耐震性の問題で来庁される住民の皆さんの安全確保と
いう課題以外にも、設備の老朽化、行政サービスの分散など多くの
課題があり、耐震改修工事では抜本的な解決に至りません。
　皆さんが利用しやすい新庁舎とするため、来庁者アンケートを実
施し、その結果などをもとに「阿久比町新庁舎建設基本構想（素案）」
を策定しました。この（素案）について、パブリックコメントを実
施し、広く皆さんから意見を募集します。
□募集案件名　阿久比町新庁舎建設基本構想（素案）
□募集対象者　町内に住所を有する方および町内の事務所、事業所
に勤務の方および町内の学校に在学する方

□公表方法　町ホームページに掲載および総務課窓口で閲覧
□募集期間　１２月１日（木）～１２月３１日（土）
□提出方法　案件名、住所、氏名、電話番号、勤務先（町外に住所
を有する方のみ）、意見を記入し、郵便（１２月３１日消印有効）、FAX、
電子メールで提出または役場開庁時間内に直接総務課窓口へ提出
してください。様式は問いませんが、日本語でお願いします。な
お、提出いただいた個人情報は、目的外に利用および流用しませ
ん。

□意見の取り扱い　提出された意見に対し、個別に回答しませんが、
意見の概要と町の考え方をまとめ、町ホームページなどで公表し
ます。

□提出・問い合わせ先　総務課管財係　�（４８）１１１１（内２３０）
　〒４７０－２２９２　阿久比町大字卯坂字殿越５０
　FAX　（４８）０２２９
　電子メール　kanzai@town.agui.lg.jp

　パブリックコメントとは、町の基本的な政策を立案する過程で
素案を公表し、住民の皆さんから広く意見を募集し、提出された
意見などを考慮して町の意思決定を行うものです。また、意見な
どに対する町の考え方を公表します。

パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッククククククククククククククククククククココココココココココココココココココココメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメンンンンンンンンンンンンンンンンンンンントトトトトトトトトトトトトトトトトトトト（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集））））））））））））））））））））パブリックコメント（意見募集）


